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固定資産の譲渡方針の決定に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年 6 月 19 日開催の取締役会において、固定資産の譲渡方針を決定しましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．譲渡の理由 

当社は、長期経営計画において、不動産賃貸事業を基盤に新規事業として資産回転型事業に取り組ん

でおります。資産の売却による獲得資金を成長分野へ再投資することで、収益の最大化を図り、資本効率の

向上を図る方針です。今般、その一環で、下記物件を譲渡することといたしました。 

 

 

２．譲渡資産の内容 

資産の名称及び所在地 帳簿価額 現 況 

四条河原町ビル 

(京都府京都市中京区) 
1,369 百万円 賃貸用不動産 

 

３．今後の見通し 

現時点では、具体的な譲渡先、譲渡金額、契約締結日、物件引渡日は未定です。 

 

4．業績への影響 

現時点では、譲渡価格が決定していないため、連結業績に与える影響は未定です。なお、今後開示すべ

き事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以上 
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